
12 日本放送協会（ＮＨＫ）の放送受信料免除における更新手続きについて 

 

現在、障害者に対する日本放送協会放送受信料の免除の取り扱いについては、「日

本放送協会放送受信料免除基準の一部変更及びこれに伴う証明事務への協力依頼に

ついて」（平成２０年８月２９日障発第０８２９００１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）により周知を図ってきたところである。これに関連し、平成２

２年３月３１日に、総務省及び日本放送協会より「障害者放送受信料免除における免

除事由存否調査への御協力依頼について」（平成２２年３月３１日日本放送協会営業

局長)が当省に送付され、同日付で各自治体に情報提供したところであり、多くの自

治体におかれては、免除事由の証明事務及び存否調査等に御協力をいただいていると

ころである。また、今年度以降の免除事由の証明事務及び存否調査に関しては、日本

放送協会より各地方公共団体に対し、依頼が行われていると伺っており、各地方公共

団体における日本放送協会との協議について、取り計らい願いたい。 

なお、日本放送協会の放送受信料免除については、「日本放送協会放送受信料免除

基準」に基づき公的扶助受給者の方や市町村民税非課税の障害者の方等を対象に実施

しているところであるが、日本放送協会では適正な免除制度を運用するため、免除に

適用期間を定めることを検討しているとの情報提供があった。免除事由の証明事務及

び存否調査等が実施できない自治体等免除事由の証明先において、諸事情により定期

的な確認調査が実施できない場合及び確認調査に同意されない免除適用者について

は、この適用期間満了後も免除の継続を希望される方は、あらためて免除申請書と理

由の証明書等を日本放送協会に提出する更新手続きを導入することが検討されてお

り、このことについて、日本放送協会より厚生労働省に別添のとおり情報提供があっ

たため、各自治体に情報提供するものである。 

なお、日本放送協会において、この内容について、平成２３年１月２６日（水）～

２月８日（火）に意見募集を行ったところである。 















                      平成２３年１月２６日 

 
放送受信料免除における更新手続きについて 

 
１ 基本的な考え方 

  放送受信料の免除については、「日本放送協会放送受信料免除基準」に基づき

公的扶助受給者の方や市町村民税非課税の障害者の方等を対象に実施してお

り、平成２１年度末の適用件数は２５７万件となっています。 
  この免除の適用を希望される場合、免除を受けようとする理由等を記載した

申請書と理由の証明書等をＮＨＫに提出していただくとともに、免除の事由が

消滅したときは、遅滞なく、その旨をＮＨＫに届け出ていただくことが「日本

放送協会放送受信規約」において規定されています。 
  しかしながら、公的扶助の受給状況や市町村民税の課税状況の変更等で免除

事由が消滅した場合でも、ＮＨＫへの届け出を失念される方等がおり、全ての

方から遅滞なくお届けをいただくことが困難な状況にあります。 

  こうした状況のもと、ＮＨＫでは免除を適用されている方の免除事由の継続

について、免除事由の証明先に定期的に確認調査を実施していますが、本人が

調査に同意されない場合や証明先の事情等により、この確認調査を実施できな

い場合が一部あります。 

  確認調査が実施できない場合、本人からの届け出をいただくよう周知等を行

なっていますが、今後、より一層適正に免除制度を運用するため、免除に適用

期間を定めることとしたいと考えています。そのうえで、確認調査が実施でき

ない場合に限り、適用期間満了後に免除の継続を希望される方は、あらためて

免除申請書と理由の証明書等をＮＨＫに提出していただく更新手続きを導入

したいと考えています。 

   
２ 概 要 

 
(1) 実 施 内 容 （別紙参照） 

   ◆ 免除の適用を希望される場合、免除を受けようとする理由等を記載した

申請書と理由の証明書等をＮＨＫに提出していただくとともに、免除の

事由が消滅したときは遅滞なく、その旨をＮＨＫに提出していただくと

いう基本的な手続きの流れは変更ありません。 

 

◆ そのうえで、免除の適用については、免除の事由ごとに期間を定める

こととし、期間を満了した後も引き続き免除の適用を希望する場合は、

あらためて免除申請書と理由の証明書等をＮＨＫに提出していただく

更新手続きをお願いすることとします。 



 

 ＊免除の適用期間については、災害被災が免除適用の要件となっている

場合はこれまでどおり原則として２か月、課税状況等の収入状況が要

件となっている場合は１年、それ以外のものについては２年を考えて

います。 

 

◆ ただし、これまでと同様に免除事由の証明先に定期的に確認調査を実

施し、免除事由が継続していることが確認できた場合および社会福祉

施設または学校においてＮＨＫが免除事由の継続を確認できた場合は、

特に免除の更新手続きは必要なく、免除を継続します。 

 

◆ 一方、免除を受けている方が確認調査に同意いただけない場合や証明

先の事情等により、確認調査が実施できない場合は、更新手続きをお

願いすることとし、手続きをしていただければ、引き続き免除を適用

します。期限までに更新手続きをされない場合は免除の適用は終了し

ます。 

 

◆ 更新手続きにあたっては、更新期限の前に対象者の方にあらためて手

続きが必要である旨を通知するとともに、更新手続きを受け付ける更

新期間を十分に確保し、手続き漏れ等がないように留意します。 

 

 (2) 影 響 

 ①免除適用解除数の適正化 

更新手続きの導入により、年間約１.１万件の全額有料契約数の増加

を見込んでいます。これは、全額免除約７千件、半額免除約４千件の免

除適用解除数が適正化されることによるものです。 

 

②受信料収入 

免除適用解除数の適正化により、年間約８千万円の受信料収入の増加

を図ることが可能と考えています。 

 

③運用経費 

更新手続き対象者への事前通知に伴う郵送費等で年間約２千万円の

運用経費が必要となると見込んでいます。 

 

 (3) 実 施 時 期 

平成２３年度中に運用を開始する予定です。 



  

放送受信料免除における更新手続きの流れ 

免除適用期間 【収入状況が要件の場合：１年 ／ それ以外の場合：２年】  
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